
武蔵野短期大学障害学生支援に関する指針 
学生部学生相談 

 
本指針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布について」（通知）

（平成 25 年 6 月 28 日）と「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応指針」（平成 25 年 11 月 9 日）を受け、武蔵野短期大学における障害の

あるすべての学生に関わる支援について定めるものとする。 
ここで述べる障害のある学生とは、「障害のある学生の修学支援に関する検討会」（平成 24

年６月６日）に基づき、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な

制限を受ける状態にある学生とする。 
 

１．武蔵野短期大学が掲げる教育理念にある「すべてを子供のために」の下、「広い視野に立

ち、自己の人生に深く思いを巡らし、人間として真に自覚のある女性の育成」を方針として

いる。本学は、この理念に照らし、障害のある人に対しても開かれた大学を目指す。 
 
２．本学は、障害のある学生の学びへの機会の確保に努め、他の学生と同等の教育を受ける

権利を実現できるよう支援を行うことを目指す。 
 
３．本学は、さまざまな学生や教職員等とのかかわりから共に学び、社会で自立して生きてい

ける人材へと成長できるよう支援する。 
 
４．支援内容の判断は、障害者基本法に定める「合理的配慮」並びに文部科学省の「障害の

ある学生の修学支援に関する検討会」報告（第一次まとめ）、日本学生支援機構の「教職員

のための障害学生修学支援ガイド（平成 26 年度改訂版）」が定める基準取扱いを参考とす

る。 
 

５．成績評価については、「ダブル・スタンダード」は設けない。その他、具体的な支援内容は、

原則として受験時、入学時、学年変更時の面談の際、学生部学生相談と本人が、十分な合

意形成・共通理解を図られたもののみを、大学から提供するものとする。 
 
６．障害の有無に限らず、学生がキャンパスで学び合える施設・設備環境を目指す。 
 



７．学内教職員に対する配慮事項の徹底に努め、障害のある学生に対して開かれた学生を目

指す。 
 
８．この指針の改定は、学生部学生相談会議により行う。 
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